
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要地方道 乗鞍岳線 の一部区間は、落石による影響のため以下のとおり全面通行止と

なります。 

なお、三本滝から大雪渓・肩の小屋口バス停までは通行可能ですが、マイカー規制が実

施されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
通行止日時  

  令和８年７月１日（水）午前６時 ～ 当面の間 

  ※令和８年７月１日午前６時までは、冬期通行規制により通行止です 

通行止区間（1.4km） 

  大雪渓・肩の小屋口バス停 ～ 乗鞍岳山頂（岐阜県境） 

    注）通行止区間内は、車両も徒歩も通行いただけません。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

長野県（松本建設事務所）プレスリリース 令和８年（2026 年）６月 30 日 

 

（主）乗鞍岳線 一部区間全面通行止のお知らせ 

（問合せ先） 
担 当 松本建設事務所維持管理課管理係 
     小西、齋藤 
電 話  0263-40-1963（直通） 
ﾌｧｸｼﾐﾘ  0263-48-1216 
電子ﾒｰﾙ matsuken-ijikanri@pref.nagano.lg.jp 

岐阜県境 

大雪渓・

肩の小屋

口バス停 

規制区間 Ｌ=１.４km 

三本滝 

マイカー規制区間（7月 1日～） 


